
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
被
害
者
全
員
の
帰
国
実
現
の
た
め
の
提
言 

 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
日 

自
由
民
主
党
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
対
策
本
部 

拉
致
問
題
解
決
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
検
討
チ
ー
ム 

  

北
朝
鮮
は
平
成
二
十
六
年
、
わ
が
国
に
対
し
て
拉
致
被
害
者
等
の
再
調
査
を
約
束
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
度
の
調
査
結
果
報
告
を
行
う
こ
と
も
な
く
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
が
、
昨
年
に
は
「
特
別
調
査
委
員
会
」
の

解
体
を
一
方
的
に
宣
言
し
た
。
加
え
て
、
北
朝
鮮
は
、
昨
年
一
年
間
で
二
度
の
核
実
験
及
び
二
十
三
発
の
弾
道

ミ
サ
イ
ル
の
発
射
を
強
行
す
る
な
ど
、
わ
が
国
や
国
際
社
会
へ
の
挑
発
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
お
り
、
も
は

や
、
そ
の
所
業
は
常
軌
を
逸
し
て
い
る
と
断
じ
ざ
る
を
得
な
い
。 

政
府
は
、
党
拉
致
問
題
対
策
本
部
が
申
し
入
れ
た
十
三
項
目
の
「
対
北
朝
鮮
措
置
に
関
す
る
要
請
」
を
踏
ま

え
、
わ
が
国
の
制
裁
措
置
を
強
化
し
た
も
の
の
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
間
、
拉
致
問
題
に
具
体
的
進
展
が
見
ら

れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
本
年
、
拉
致
被
害
者
の
「
家
族
会
」「
救
う
会
」
は
、「
年
内
の
帰
国
実

現
」「
拉
致
・
核
・
ミ
サ
イ
ル
問
題
の
中
で
拉
致
問
題
を
最
優
先
で
取
り
組
む
べ
き
」「
拉
致
問
題
解
決
を
条
件

に
制
裁
を
緩
和
す
べ
き
」
等
の
運
動
方
針
を
決
定
し
た
。 

党
拉
致
問
題
対
策
本
部
は
、
そ
の
切
実
な
想
い
に
応
え
る
べ
く
、
拉
致
被
害
者
全
員
の
帰
国
実
現
に
残
さ
れ

た
時
間
は
一
刻
の
猶
予
も
な
い
と
の
強
い
危
機
感
の
も
と
、
同
本
部
に
「
拉
致
問
題
解
決
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

検
討
チ
ー
ム
」
を
設
置
し
、
ま
ず
は
我
々
自
身
が
と
る
べ
き
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
協
議
を
重
ね
、
以

下
の
活
動
方
針
を
決
定
し
た
。 

 

①
議
員
外
交
を
通
じ
た
諸
外
国
・
機
関
へ
の
協
力
要
請
（
米
国
等
の
政
府
・
議
会
及
び
国
連
へ
の
働
き
か
け
。

友
好
議
員
連
盟
の
活
動
を
通
じ
た
相
手
国
へ
の
拉
致
問
題
の
啓
発
の
ほ
か
、
国
連
安
保
理
の
決
議
履
行
要

請
及
び
新
た
な
決
議
採
択
へ
の
協
力
要
請
） 

 

②
有
識
者
と
の
情
報
交
換
等
を
通
じ
た
わ
が
国
の
制
裁
の
履
行
状
況
に
関
す
る
検
証 

 

③
全
国
的
な
啓
発
活
動
の
推
進
（
地
方
議
会
に
お
け
る
対
策
本
部
設
置
及
び
非
難
決
議
採
択
に
向
け
た
働
き

か
け
。
党
本
部
並
び
に
都
道
府
県
連
に
お
け
る
啓
発
活
動
の
実
施
） 

さ
ら
に
は
、
拉
致
問
題
の
解
決
が
最
優
先
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
、
被
害
者
の
帰
国
が
実
現
し
な

い
限
り
制
裁
を
強
化
す
る
原
則
は
維
持
す
る
一
方
、
拉
致
問
題
の
解
決
こ
そ
北
朝
鮮
自
身
が
尊
厳
を
回
復
す
る

唯
一
の
道
と
相
手
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
施
策
を
動
員
し
て
一
刻
も
早
い
拉
致
被
害
者
全
員
の

帰
国
を
実
現
す
べ
く
、
以
下
の
新
た
な
十
三
項
目
を
取
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
に
お
い
て
実
現
に

向
け
た
検
討
を
直
ち
に
開
始
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

 

記 

 

一
、
北
朝
鮮
を
渡
航
先
と
し
た
再
入
国
禁
止
の
対
象
者
を
更
に
拡
大
し
、
朝
鮮
総
連
の
中
央
常
任
委
員
会
委
員

及
び
中
央
委
員
会
委
員
、
核
や
ミ
サ
イ
ル
の
技
術
者
に
加
え
、
応
用
物
理
学
、
応
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
科

学
、
地
理
空
間
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
、
原
子
力
工
学
、
航
空
宇
宙
工
学
、
航
空
工
学
、
先
端
の
材
料
科
学
、

化
学
工
学
、
機
械
工
学
、
電
気
工
学
及
び
産
業
工
学
を
含
む
関
連
分
野
等
、
国
連
安
保
理
決
議
に
例
示
さ

れ
た
北
朝
鮮
の
機
微
な
核
活
動
及
び
核
兵
器
運
搬
シ
ス
テ
ム
の
開
発
に
寄
与
し
得
る
者
も
対
象
と
す
る
こ

と
。 

 

二
、
北
朝
鮮
幹
部
並
び
に
企
業
な
ど
資
産
凍
結
対
象
者
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
北
朝
鮮
と
取
引
す
る
第
三
国

の
金
融
機
関
や
企
業
な
ど
を
対
象
に
、
資
産
凍
結
を
含
む
二
次
的
制
裁
を
行
う
こ
と
。
併
せ
て
、
汎
用
的

な
民
生
品
等
が
核
開
発
・
ミ
サ
イ
ル
関
係
機
器
に
転
用
さ
れ
て
い
る
実
態
に
鑑
み
、
貨
物
検
査
特
別
措
置

法
の
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
た
品
目
以
外
に
つ
い
て
も
押
収
で
き
る
よ
う
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

 



三
、
第
三
国
を
経
由
し
た
北
朝
鮮
と
の
迂
回
輸
出
入
や
資
産
隠
し
等
の
規
制
逃
れ
を
防
止
す
べ
く
、
引
き
続
き

厳
格
な
法
執
行
を
行
う
こ
と
。
併
せ
て
、
国
際
機
関
及
び
各
国
当
局
と
連
携
し
て
情
報
収
集
を
強
化
し
、

海
外
に
お
け
る
北
朝
鮮
の
貿
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
解
明
に
努
め
る
と
と
も
に
、
貿
易
管
理
体
制
が
整
っ
て

い
な
い
国
に
対
す
る
支
援
等
を
行
う
な
ど
、
制
裁
の
実
効
性
を
高
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

四
、
北
朝
鮮
と
軍
事
・
警
察
協
力
を
行
っ
て
い
る
ア
フ
リ
カ
・
中
東
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
し
、
北
朝
鮮
と

の
武
器
取
引
、
武
器
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
、
軍
・
警
察
部
隊
に
対
す
る
訓
練
の
供
与
等
を
含
め
た
国
連
安
保

理
決
議
違
反
の
協
力
を
停
止
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、
わ
が
国
が
行
い
得
る
あ
ら
ゆ
る
支
援
策

を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

五
、
整
理
回
収
機
構
に
よ
る
朝
鮮
総
連
に
対
す
る
債
権
回
収
に
引
き
続
き
万
全
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。
加
え

て
、
朝
鮮
総
連
に
係
る
資
金
の
流
れ
の
解
明
に
努
め
る
こ
と
。 

 

六
、
朝
鮮
大
学
校
を
含
め
国
内
の
教
育
研
究
機
関
に
対
し
、
北
朝
鮮
の
核
・
ミ
サ
イ
ル
開
発
に
寄
与
し
得
る
分

野
に
関
す
る
北
朝
鮮
国
民
へ
の
専
門
教
育
又
は
訓
練
を
防
止
す
る
と
の
国
連
安
保
理
決
議
の
義
務
を
履
行

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

七
、
国
連
安
保
理
決
議
に
違
反
し
て
核
開
発
・
ミ
サ
イ
ル
実
験
を
繰
り
返
し
て
世
界
の
平
和
を
脅
か
し
、
国
家

犯
罪
と
し
て
の
拉
致
を
行
う
北
朝
鮮
と
そ
の
指
導
者
を
礼
賛
す
る
朝
鮮
大
学
校
や
朝
鮮
学
校
等
に
つ
い
て
、

各
種
学
校
と
し
て
の
認
可
の
妥
当
性
の
見
直
し
を
含
め
公
的
助
成
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
こ
と
。 

 

八
、
政
府
認
定
に
係
る
拉
致
被
害
者
以
外
で
、
特
定
失
踪
者
等
拉
致
の
疑
い
が
排
除
で
き
な
い
事
案
に
つ
い
て

も
、
引
き
続
き
そ
の
真
相
究
明
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

九
、
国
連
人
権
理
事
会
や
国
連
総
会
に
お
け
る
北
朝
鮮
人
権
状
況
決
議
の
採
択
に
引
き
続
き
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

を
取
り
、
安
全
保
障
理
事
会
に
よ
る
国
際
刑
事
裁
判
所
へ
の
付
託
を
目
指
す
こ
と
。
併
せ
て
、
北
朝
鮮
に

お
け
る
人
権
に
関
す
る
国
連
調
査
委
員
会
（
Ｃ
Ｏ
Ｉ
）
の
勧
告
に
基
づ
い
て
韓
国
ソ
ウ
ル
市
に
設
置
さ
れ

た
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
拠
点
に
関
し
、
財
政
措
置
や
専
門
家
の
派
遣
等
を
含
め
た
権
能
強
化
を
図
り
、
国
際

社
会
に
お
け
る
北
朝
鮮
の
人
権
問
題
の
早
期
改
善
へ
の
圧
力
が
更
に
高
ま
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

十
、
米
国
が
北
朝
鮮
を
テ
ロ
支
援
国
家
と
し
て
再
指
定
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
理
由
の
中
に
拉
致
問
題
を
含
む

人
権
問
題
を
含
め
る
よ
う
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、
拉
致
の
疑
い
が
濃
厚
で
あ
る
米
国
人
の
デ
ビ
ッ
ド
・

ス
ネ
ド
ン
氏
を
含
む
拉
致
問
題
解
決
に
向
け
た
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

十
一

、
北
朝
鮮
向
け
の
短
波
放
送
に
加
え
、
中
波
放
送
を
含
め
た
情
報
発
信
手
段
を
充
実
す
べ
く
、
財
政
措
置
や

国
際
連
携
を
含
め
た
支
援
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

十
二

、
平
和
安
全
法
制
の
成
立
を
受
け
可
能
と
な
っ
た
邦
人
保
護
の
実
効
性
を
高
め
る
べ
く
、
体
制
整
備
、
訓
練

の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
朝
鮮
半
島
有
事
等
に
備
え
、
米
国
・
韓
国
と
よ
り
一
層
緊
密
な
連
携
を
図
り
、

必
要
な
情
報
の
収
集
に
全
力
を
尽
く
し
、
拉
致
被
害
者
を
含
む
邦
人
の
安
全
確
保
と
保
護
に
万
全
を
期
す

た
め
に
必
要
な
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

十
三

、
全
て
の
対
北
朝
鮮
措
置
に
つ
い
て
厳
格
な
法
執
行
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
各
国
当
局
と
の
規
制
対
象
等

に
係
る
情
報
共
有
及
び
連
携
を
図
り
、
制
裁
措
置
の
有
効
性
を
確
保
す
る
こ
と
。 

以
上 


